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流出容器等処理要綱        【資料 10】 

愛知県エルピーガス協会「放置容器処理要綱」に加筆（下線部） 
l 総  則 
 
 第 1． 目  的 
   津波等によって流出、散乱したＬＰガス容器は本来、容器所有者（ＬＰガス販売

事業者等）が処理すべきものであるが、所有者が判明しない容器等が放置されれば、

災害につながるおそれもあることから、○○市町と連携して、○○市町に指定され

た集積所、○○県ＬＰガス協会又は各支部が大規模災害時に備えてあらかじめ確保

していた集積所等に集積された所有者不明等の当該ＬＰガス容器の処理を実施す

るとともに、液化石油ガスの流通過程において発生する放置容器（ＬＰガス容器に

限る。）を回収処理し、もって容器関係の災害の発生を防止することを目的とする。 
ただし、大規模災害により大量の流出ＬＰガス容器が発生した場合は、別途協議

する。 
 

第 2． 事 務 局 
   流出容器並びに放置容器の処理に関する業務の窓口は○○県エルピ－ガス協会

（以下「協会」という。）の事務局が担当するものとする。 
 
 第 3． 用語の定義 
   この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は各々当該各号に定めるところ

による。 
   （1）流出容器 
     津波、水害等により流出し災害復旧活動等により一定の集積所に集められた

ＬＰガス容器。 
   （2）放置容器 
     ＬＰガスを消費した後、所有者又は占有者に引きとられていないＬＰガス容

器。 
   （3）充填所等 

高圧ガス保安法、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

の規定による容器置場の設置されている事業所。 
   （4）指定集積所 
    残ガス処理の出来る事業所。 
  （5）中核充填所 

災害時における流出容器回収の際の保管場所を提供出来る充填所。 
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Ⅱ 回収及び処理 
 

第 4． 会員の責務 
協会員は日常の事業活動等を通じ、流出容器、放置容器の発見に努めるものと

する。 
 

第 5． 通  報 
   第 4 により流出容器、放置容器を発見し、或いは第三者より流出容器、放置容

器の連絡を受けた者は、速やかに事務局へ通報するものとする。 
 

第 6． 回  収 
  （1）事務局は第 5 の通報を受けた場合、最寄りの支部事務局又支部長にその回

収を依頼するとともに、通報記録書〈様式 1）を作成し保管するものとする。 
  （2）（1）により依頼を受けた支部事務局又は支部長は、流出容器、放置容器を

回収するとともに最寄りの充填所等に仮保管を依頼するものとする。 
  （3）（2）により依頼を受けた充填所等は、回収容器を仮保管するとともに、回

収容器仮保管報告書（様式 2）を作成し事務局に提出するものとする。 
  (4) (1)～(3)にかかわらず、大規模な災害により大量のＬＰガス容器が散乱し

ている状態が生じたときは、協会又は各支部は、協会員の協力を得て当該Ｌ

Ｐガス容器を安全な場所に集積する体制を構築するものとする。 
 

第 7.  処  理 
   事務局は第 6（3）による回収容器仮保管報告書にもとづき、その区分に応じ

次の処理を行う。 
（1）所有者等判明容器 

    容器の表示等により所有者等が判明したものは、回収容器引取通知書（様式

3）により所有者等に引取り、又は容器譲渡書（様式 4）の提出を求めるも

のとする。 
（2）所有者等不明容器 
   所有者等が判明しない回収容器で、放置場所等の状況より当該容器が遺失

物であると判断されるものは、指定集積所に保管を依頼し遺失物法に基づく

届出を行うものとする。 
   ただし、次のイ）ロ）に掲げるものはこの限りではない。 

イ） 容器の所有者の氏名等の表示が識別できない容器のうち、記号及び番号

（以下「記号番号」）の識別ができない容器。 
   ロ） 容器の所有者の氏名等の表示や記号番号が識別可能な容器については、
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電話等により所有者と連絡が取れないもの又は所有者から連絡があって

も、所有者が引き取る意志・能力を有していないため、引き渡しが困難と

されるもの。 
 
 第 8． 引 渡 し 
   回収容器を仮保管している充填所等は所有者等にこれを引渡した場合は、事務

局に報告するものとする。 
 
 第 9． 保  管 
   第 7（2）により保管を依頼された指定集積所は、仮保管されている充填所等

から当該回収容器を集積し保管するものとする。 
 
 第 10． 屑  化 
  （1）事務局は次の各号のいずれかに該当する場合は・容器屑化依頼書（様式 5）

により当該回収容器を保管する指定集積所等に、その処分を依頼するものと

する。 
    ① 容器所有者等から第 7（1）による容器譲渡書を受理したとき。 
    ② 第 7（2）イ)ロ）により所有者等不明容器と判定したもの。 

③ 第 7（2）による届出を行った所有者等不明容器こついて、遺失物法に

よる所有権が協会に移ったとき。（6 ケ月 14 日後） 
  （2）指定集積所等は（1）により屑化の依頼があった場合は、高圧ガス保安法の

基準に従って屑化処分をするものとする。 
 
Ⅲ そ の 他 

第 11． 業務の推進体制 
   流出容器、放置容器の処理に関する業務は、保安部会及び卸流通委員会が中心

となって推進するものとする。 
 第 12． 施 行 期 日 
   この要綱は○○年○月○日より施行する。 
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【○○県流出容器等処理要綱】 【資料 10】様式 1  

 

流 出 容 器 等 通 報 記 録 書 
整理番号  

受信日時 
  年  月  日 

   時    分 
受 信 者 
氏 名 

 

通 報 者 
住 所 

氏 名 

容器の放置

場所の状況 
(目標) 

放置場所 住所 

目  標 
 
放置の状況 
 
 
 
 

容器の形状 
数 量 

    ５０kg       本    ５kg      本 
    ３０kg      本    ２kg      本 
    ２０kg      本    その他 
    １０kg      本     kg      本 

回収依頼先 
住所・電話 
事業所名 

回収依頼日 

  年  月  日 
   時    分 

連 絡 者 

 
 

備  考 
 

 



- 105 - 

 

【○○県流出容器等処理要綱】 【資料 10】様式 2 

容 器 保 管 報 告 書 
 
○○県エルピ－ガス協会 殿 
 
                事業所名                  
                住  所                  
                電  話                  
                担当者名                  
 
 下記の回収容器を仮保管しておりますので報告します。 
 

 

回 収 日        年   月   日 

回 収 場 所  

回 収 者 
住 所 

氏 名 

所 
有 
者 
等 
判 
明 
容 
器 

所 有 者 等 住 所 事 業 者 名 数  量 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

所有者

等不明

容 器 
 

50kg       本 
20kg       本 
30kg       本 
50kg       本 
その他 

    kg       本 
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【○○県流出容器等処理要綱】 【資料 10】様式 3                          

年  月  日 
 
 容器所（占）有者  
              殿 
 

○○県エルピーガス協会 
会 長  ○ ○ ○ ○  殿 

 
 

回 収 容 器 引 取 通 知 書 
 
 

 貴殿のＬＰガス容器を流出容器、放置容器として、下記のとおり回収保管しておりま

すので、2 週間以内にお引取り下さい。 
 なお、引取りが困難な場合には別紙、様式 4 の容器譲渡書に所定の事項をご記入の

上、協会までご提出ください。 
 

記 
 

1． 容器の形状及び記号番号 
 
 
 

2． 保管場所（引渡し場所） 
 
 
 

引取時の注意事項・ 
 ・事前に保管場所まで連絡してください。 
 ・本書を必ず持参し、保管者に渡してください。 
 
（注）1 ケ月以内に連絡がない場合及び、引取りのない場合は高圧ガス保安法 
  第 25 条違反として措置することもあります。 
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【○○県流出容器等処理要綱】 【資料 10】様式 4                          

年  月  日 
 
○○県エルピ－ガス協会長 殿 
                       容器所有（占有）者 

住 所 
氏 名           印 

 

容 器 譲 渡 書 
 

     年  月  日付け回収容器引取通知書で通知のありま

した、下記、ＬＰガス容器については、無償で譲渡致します。 

記 

容器の形状及び記号番号 

容器の形状      

容器の記

号・番号 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
以上 
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【○○県流出容器等処理要綱】 【資料 10】様式 5                             

年  月  日 
 
容器保管者 
          殿 

○○県エルピ－ガス協会 
会 長  ○ ○ ○ ○   

 

容 器 屑 化 依 頼 書 
 

貴所で保管中の下記容器については、屑化処分をして下さい。 

記 

1．記号・番号の判明しているもの。 

容器の形状      

容器の記

号・番号 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

2．記号・番号の判明していないもの。 

      年   月   日以前に回収報告のあったもの。 
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【○○県流出容器等処理要綱】 【資料 10】様式 6 

 

流 出 容 器 等 処 理 要 綱 細 則 

1．集 積 

  充てん所等からの集積は、毎年 2 月・6 月・10 月にそれぞれ実

施する。 

2．容器回収等の費用 

① 容器回収費 

  1 本当り○○○円とし、容器回収報告書に基づき協会事業費よ

り支出する。 

② 容器引取費 

1 本当り○○○○円とし、引取り者は回収者（集積所）に支払

うものとする。 

③ 容器集積費 

容器保管費については、容器屑化費で賄うものとする。 

3． この細則は○○年○月○日より施行する。 
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【流出容器事例】          【資料 11】 

津波で倒され流出した容器 

        

かろうじて高圧ホースで止まっている                 高圧ホースにより電柱に残った容器 

（メーターの下まで津波がきている）           （2011 年 3 月 23 日付「石巻かほく」） 

       

  流された勢いで供給管が引きちぎられた            瓦礫とともに家屋の２階に残った容器 

（伊藤工機株式会社提供）               （石油産業新聞社提供） 

       

倒壊家屋の前に転がる流出容器                 津波でホースを引きちぎられ流された容器 

（石油産業新聞社提供）                               （全国ＬＰガス協会提供）

東日本大震災では約 20万本の容器が津波によって流出した。北海道まで流れ着いたＬＰガス容器もあった。 
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【流出容器回収事例】    【資料 12】 

津波で流出し回収された容器 

（宮城県エルピーガス協会提供） 

      

  津波で流出し集められたＬＰガス容器            津波をかぶり錆びた容器 

 

    
中には凹み、潰れた容器もある               傷だらけの 20kg容器 

 

    
高圧ガス容器も流出した                     ＬＰガス容器を回収して廃棄処分 

 

津波をかぶり錆びてしまった容器や、流出時にぶつかったのか凹んだ容器や、瓦礫の下から掘り出さ

れ潰れた容器も見受けられる。 
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【地震時の対応の周知例】  【資料 13】 
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【マイコンメータ復帰方法の周知例】
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【地震と揺れの状況】     【資料 14】

 

（気象庁ＨＰより） 
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【ライフライン・インフラ等への影響】 

 

ライフライン・インフラ等への影響 

ガス供給の停止 

安全装置のあるガスメーター（マイコンメータ）では震度５弱程度以上の

揺れで遮断装置が作動し、ガスの供給を停止する。 

さらに揺れが強い場合には、安全のため地域ブロック単位でガス供給が

止まることがある※。 

断水、停電の発生 
震度５弱程度以上の揺れがあった地域では、断水、停電が発生すること

がある※。 

鉄道の停止、 

高速道路の規制等 

震度４程度以上の揺れがあった場合には、鉄道、高速道路などで、安全

確認のため、運転見合わせ、速度規制、通行規制が、各事業者の判断

によって行われる。（安全確認のための基準は、事業者や地域によって

異なる。） 

電話等通信の障害 

地震災害の発生時、揺れの強い地域やその周辺の地域において、電

話・インターネット等による安否確認、見舞い、問合せが増加し、電話等

がつながりにくい状況（ふくそう）が起こることがある。そのための対策と

して、震度６弱程度以上の揺れがあった地震などの災害の発生時に、

通信事業者により災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板などの提供が

行われる。 

エレベーターの停止 

地震管制装置付きのエレベーターは、震度５弱程度以上の揺れがあっ

た場合、安全のため自動停止する。運転再開には、安全確認などのた

め、時間がかかることがある。 

※震度６強程度以上の揺れとなる地震があった場合には、広い地域で、ガス、水道、電気の供給が停止するこ

とがある。                                                   （気象庁ＨＰより） 
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お問合せ 

高圧ガス保安協会 

〒105-8447 

東京都港区虎ノ門 4丁目 3番 13 号 

TEL 03-3436-6108                                   平成24年度経済産業省委託事業 
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